
議   第  ３０１  号   

令和 ６ 年１１月２９日提出   

 

  字の区域の変更について 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく小島地区農地集積加速化基盤整

備事業の施行に伴い、次のとおり字の区域を変更する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

変更前 

の町 

変更前 

の字 
区域 

変更後 

の町 

変更後 

の字 

小島下町 葭小屋 

９１９、９２０、９２０の１、  

９３５の１、９３５の２の地先の

道路である公有地の一部 

小島下町 本潟 

小島下町 葭小屋 

９１２の一部、９２７の一部、 

９２７の１の一部、９２８の１か

ら９２８の３までの各一部及び

これらの区域に隣接介在する道

路、水路である公有地の全部 

小島下町 砂山 

小島下町 中新地 

１２７８の１の一部、１２７９の

一部、１２７９の１の一部、  

１３１２の一部、１３１２の１の

一部、１３１３の一部、１３１３

の１の一部及びこれらの区域に

隣接介在する道路、水路である公

有地の全部 

小島下町 砂山 

 

小島下町 

 

由理込 

１３３１の一部、１３３１の１の

一部及びこれらの区域に隣接す

 

小島下町 

 

砂山 
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る水路である公有地の全部 

 

小島下町 笹塘 

１４４１、１４６４、１４６４の

１、１４６５の１の地先の道路で

ある公有地の一部 

小島下町 中新地 

小島下町 中新地 

１３１３の一部、１３１３の１の

一部、１３１４の一部、１３１４

の１、１３１５の一部、１３１５

の１、１３１６の一部、１３１６

の１、１３１７の１の一部、  

１３１７の２の一部、１３１７の

３、１３１７の４、１３１８の一

部、１３１８の１、１３１９の一

部、１３１９の１、１３２０の一

部、１３２０の１、１３２１の一

部、１３２１の１、１３２２の一

部、１３２２の１、１３２３の一

部、１３２３の１、１３２４の一

部、１３２４の１、１３２５の一

部、１３２５の１ 

小島下町 由理込 

小島下町 笹塘 

１４４１の１、１４４２の１、 

１４４３の１、１４４４の１、 

１４４５の１、１４４６の１、 

１４４７の３、１４４７の４、 

１４４８の１、１４４９の１、 

１４５１の３、１４５１の４の一

部、１４５２の１の一部及びこれ

らの区域に隣接する道路、水路で

ある公有地の全部 

小島下町 由理込 

 

小島下町 

 

沖中新地 

３２４５の一部、３２４６の一

部、３２５３の一部、３２５４の 

 

小島下町 

 

由理込 
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  一部   

小島下町 
砂新地五 

番割 

４３５５の１、４３５６の１、 

４３５７の１の一部及びこれら

の区域に隣接介在する道路、水路

である公有地の全部 

小島下町 由理込 

小島下町 沖中新地 

３２１４の一部、３２４５の一

部、３２４６の一部、３２５３の

一部 

小島下町 笹塘 

小島下町 大物掛 
１５１７の１の一部、１５１７の

２の一部 
小島下町 笹塘 

小島下町 笹塘 

１４７８から１４８７まで、  

１４８８の１、１４８８の２の地

先の道路である公有地の一部 

小島下町 大物掛 

小島下町 笹塘 

１４７６の一部、１４７７の一部

及びこれらの区域に隣接介在す

る道路、水路である公有地の全部 

小島下町 沖中新地 

小島下町 西葭場開 

３０８９の１、３０８９の２、 

３１０６の１の一部、３１０７の

１、３１０８の１、３１０９、  

３１１０の一部及びこれらの区

域に隣接介在する道路、水路であ

る公有地の全部 

小島下町 大物掛 

小島下町 西葭場開 
３１５８から３１７４までの各

一部 
小島下町 沖中新地 

小島下町 大物掛 

１５１７の１の一部、１５１７の

２の一部及びこれらの区域に隣

接する道路、水路である公有地の

全部 

小島下町 沖中新地 
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小島下町 大物掛 

１５１７の１の一部、１５１８の 

一部及びこれらの区域に隣接介

在する道路、水路である公有地の

全部並びに１５１８の地先の道

路、水路である公有地の一部 

小島下町 西葭場開 

小島下町 
砂新地一

番割 

３４８８の１の一部 
小島下町 西葭場開 

小島下町 西葭場開 

３１３６から３１３８まで、  

３４８９の４の地先の道路であ

る公有地の一部 

小島下町 
砂新地一

番割 

小島下町 
砂新地一

番割 

３５０３の１、３５０６の３、 

３５０７の１に隣接介在する道

路、水路である公有地の全部 

小島下町 沖中新地 

小島下町 
砂新地四

番割 

３３１２の一部、３３１３の一部

及びこれらの区域に隣接介在す

る道路、水路である公有地の全部 

小島下町 沖中新地 

小島下町 沖中新地 
３２５５の一部 

小島下町 
砂新地五

番割 

小島下町 
砂新地三

番割 

４２７０の１の一部及びこの区

域に隣接する水路である公有地

の全部 

小島下町 
砂新地五

番割 

小島下町 
砂新地四

番割 

３２９２の１、３２９２の２、 

３２９５、３２９６、３２９９、

３３００、３３０３、３３０４、

３ ３ ０ ７ 、 ３ ３ ０ ８ の １ 、   

３ ３ ０ ８ の ２ 、 ３ ３ １ １ 、   

３３１２の地先の道路である公

有地の一部 

小島下町 
砂新地三

番割 
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小島下町 
砂新地四

番割 

３２９３の１の一部、３２９３の

２の一部、３２９４の一部、  

３２９７の一部、３２９８の一

部、３３０１の一部、３３０２の

一部、３３０５の一部、３３０６

の 一 部 、 ３ ３ ０ ９ の 一 部 、   

３３１０の一部、３３１３の一部

及びこれらの区域に隣接する道

路である公有地の一部 

小島下町 
砂新地一

番割 

小島下町 
砂新地二

番割 

３３９５の２の一部及びこの区

域に隣接する道路、水路である公

有地の一部 

小島下町 
砂新地四

番割 

小島下町 
砂新地三

番割 

４２５９の２の一部及びこの区

域に隣接する道路、水路である公

有地の全部並びに４２６０の１

の地先の水路である公有地の一

部 

小島下町 
砂新地四

番割 

小島下町 
砂新地三

番割 

４２５５の２の一部、４２５８の

１の一部、４２５９の１の一部、

４２５９の２の一部及びこれら

の区域に隣接する水路である公

有地の全部並びに４２５５の２

の地先の水路である公有地の一

部 

小島下町 
砂新地二

番割 

小島下町 
砂新地四

番割 

３２９３の１の地先の道路であ

る公有地の一部 
小島下町 

砂新地二

番割 

 

 

 

小島下町 

 

 

砂新地一

番割 

３５１５の一部、３５１６の一

部、３５３０の２の一部及びこれ

らの区域に隣接介在する道路、水

路である公有地の全部並びに 

 

 

 

小島下町 

 

 

砂新地二

番割 
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３５１５の地先の道路、水路であ

る公有地の一部 

小島下町 
砂新地二

番割 

３３８８の２、３３８９から  

３３９２まで、３３９３の１、 

３３９３の２の地先の道路であ

る公有地の一部 

小島下町 
砂新地三

番割 

小島下町 
住吉二番

割 

３８４７の一部、３８４８の１の

一部、３８４９の１の一部、  

３８７１の３の一部、３８７１の

４の一部、３８７１の１５の一

部、３８７１の１６の一部及びこ

れらの区域に隣接する水路であ

る公有地の全部 

小島下町 
住吉一番

割 

小島下町 
住吉二番

割 

３８７１の１７の一部 
小島下町 

住吉三番

割 

小島下町 
住吉四番

割 

４１３４から４１３７までの各

一部、４１３９から４１４３まで

の各一部、４１４６ 

小島下町 
住吉三番

割 

 

（提出理由） 

  市の区域内において、字の区域を変更するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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